
　　①　鉄道駅を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

第２号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

（令和５年度）

　　 住　　所　大垣市丸の内2丁目29番地
　　　　　　　 
　 　事業者名　一般社団法人養老線管理機構
　　 代表者名　代表理事　豊田富士人　　　　　　

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

　（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況

対象となる鉄
道駅

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

　　②　鉄道駅を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準
　　　を遵守するために必要な措置

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

　　③　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、
　　　旅客施設における誘導その他の支援

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

　　④　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

　　⑤　移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況



　（３）報告書の公表方法

　　⑥　高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮に
　　　ついての鉄道駅の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

　（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況

養老線地域公共交通再生協議会にて管理しているサイト「養老線ポータル」に掲載。

　（４）その他



第2号様式（日本工業規格A列4番） 追加調査様式１

（令和５年度）

岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地
一般社団法人養老線管理機構
代表理事　　豊田富士人

Ⅰ．鉄道駅の移動等円滑化の達成状況（鉄道駅ごとに記入）
○ 0

（令和６年3月31日現在）

× 0

鉄道事業
者名

共
用
駅

プ ラ ッ ト
ホームの

数

段差が解
消されて
い る プ
ラ ッ ト
ホームの

数
－ 0

養老線管理機構桑名 駅
養老、関西本、
近鉄名古屋

線 三重県 桑名市 東方 3,472 人 ○ 1 1 2 (2) 基 基 基 1 (1) 箇所 ○ × ○ ○ 2 ○

養老線管理機構播磨 駅 養老 線 三重県 桑名市 播磨 434 人 ○ ○ 1 1 基 基 基 1 (1) 箇所 ○ － － － 1

養老線管理機構下深谷 駅 養老 線 三重県 桑名市 下深谷 860 人 1 基 基 基 1 箇所 × ○ × 1

養老線管理機構下野代 駅 養老 線 三重県 桑名市 多度町 359 人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 － － － 1

養老線管理機構多度 駅 養老 線 三重県 桑名市 多度町 1,147 人 2 1 基 基 基 2 箇所 × ○ × 2

養老線管理機構美濃松山 駅 養老 線 岐阜県 海津市 南濃町 897 人 ○ 2 基 基 基 2 箇所 － － － 2

養老線管理機構石津 駅 養老 線 岐阜県 海津市 南濃町 460 人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 × ○ × 1

養老線管理機構美濃山崎 駅 養老 線 岐阜県 海津市 南濃町 141 人 ○ 2 基 基 基 4 箇所 － － － 2

養老線管理機構駒野 駅 養老 線 岐阜県 海津市 南濃町 1,123 人 2 1 基 基 基 2 箇所 × ○ × 2

養老線管理機構美濃津屋 駅 養老 線 岐阜県 海津市 南濃町 341 人 ○ 2 1 基 基 基 2 箇所 － － － 2

養老線管理機構養老 駅 養老 線 岐阜県 養老郡 養老町 317 人 2 1 基 基 基 2 箇所 × ○ × 2

養老線管理機構美濃高田 駅 養老 線 岐阜県 養老郡 養老町 830 人 ○ 2 1 基 基 基 2 箇所 × ○ × 2

養老線管理機構烏江 駅 養老 線 岐阜県 養老郡 養老町 850 人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 × － － 1

養老線管理機構大外羽 駅 養老 線 岐阜県 大垣市
西大外
羽

937 人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 － － － 1

養老線管理機構友江 駅 養老 線 岐阜県 大垣市 友江 401 人 ○ 2 基 基 基 3 箇所 － － － 2

養老線管理機構美濃青柳 駅 養老 線 岐阜県 大垣市 青柳町 651 人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 － － － 1

養老線管理機構西大垣 駅 養老 線 岐阜県 大垣市 木戸町 428 人 2 基 基 基 1 箇所 × ○ × 2

養老線管理機構大垣 駅 養老 線 岐阜県 大垣市 高屋町 8,478 人 ○ 1 1 基 基 基 箇所 ○ × ○ × 1 ○

養老線管理機構室 駅 養老 線 岐阜県 大垣市 室本町 673 人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 － － － 1

養老線管理機構北大垣 駅 養老 線 岐阜県 大垣市 笠木町 537 人 ○ ○ 1 1 基 基 基 1 (1) 箇所 ○ － － － 1

養老線管理機構東赤坂 駅 養老 線 岐阜県 安八郡 神戸町 416 人 ○ ○ 2 2 基 基 基 2 (2) 箇所 ○ － － － 2 ○

養老線管理機構広神戸 駅 養老 線 岐阜県 安八郡 神戸町 1,040 人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 － ○ × 1

養老線管理機構北神戸 駅 養老 線 岐阜県 安八郡 神戸町 535 人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 － － － 1

養老線管理機構池野 駅 養老 線 岐阜県 揖斐郡 池田町 908 人 ○ 2 1 基 基 基 2 (1) 箇所 － ○ × 2

養老線管理機構北池野 駅 養老 線 岐阜県 揖斐郡 池田町 442 人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 × ○ － 1

養老線管理機構美濃本郷 駅 養老 線 岐阜県 揖斐郡 池田町 440 人 ○ 1 基 基 基 1 箇所 ○ － － － 1

養老線管理機構揖斐 駅 養老 線 岐阜県 揖斐郡
揖斐川
町

1,373 人 1 基 基 基 1 箇所 － ○ × 1

（合計） 1 1 駅 0 0 駅 0 駅 26 5 駅
27 駅 20 駅 1 駅 5 駅 38 12 2 (2) 基 0 0 基 0 基 39 (6) 箇所 6 駅 0 駅 0 駅 13 駅 1 駅 27 駅 3 駅

公共交通
移動等円
滑化基準
省令適合
の 有 無

段差への
対 応

エ レ ベ ー
ターの設置
基 数

エスカレー
ターの設置
基 数

そ の 他 の
昇 降 機 の
設 置 基 数

傾 斜 路 の
設 置 箇 所

数

視覚障害
者誘導用
ブ ロ ッ ク
の設置の
有 無

案内設備
の設置の
有 無

障害者対
応型改札
口の設置
の 有 無

障害者対
応型券売
機の設置
の 有 無

車いす使
用者の円
滑な乗降
が可能な
プラット
ホームの
数

転落防止
のための
設備の設
置の有無

移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

住 所
事 業 者 名
代 表 者 名

障害者対
応型便所
の設置の
有 無

鉄 道 駅 の
名 称

路 線 名 所在都道府
県市町村

一日当たり
の利用者数

有人駅 、
無人駅の

別

利用文字判定



追加調査様式１ 追加調査様式２

段差への対応状況
(平成30年10月から
施行された移動等円
滑化基準以前の基
準に適合したもの）

段 差
へ の
対 応

視 覚
障 害
者 誘
導 用
ブロッ
ク

の 設
置 の
有 無

案 内
設 備
の 設
置 の
有 無

障 害
者 対
応 型
便 所
の 設
置 の
有 無

障 害
者 対
応 型
改 札
口 の
設 置
の 有
無

障 害
者 対
応 型
券 売
機 の
設 置
の 有
無

転 落
防 止
の た
め の
設 備
の 設
置 の
有 無

うち、1日当
たり平均利
用 者 数 が
2000 人 以
上、3,000人
未 満 の 駅

公共用通路と車両等
の乗降口との間の経

路

うち、主たる通
行の用に供する
経路との長さの
差への適合状
況 (移動等円滑
化基準第4条第
10項に適合して
い る も の ）

うち、乗継ぎ経
路

(自社内 )への
適 合 状 況
（移動等円滑
化基準第4条
第11，12項に
該当するもの）

う ち 、 乗
継ぎ経路
(他事業
者間）へ
の適合状
況（ガイド
ラ イ ン ）

うち、移動等
円滑化基準
第4条第8項に
よるエレベー
ターの複数
化、大型化へ
の対応状況

移動等円
滑化され
た経路が
２ル ー ト
以上整備
されてい
る 駅

移動等円
滑化基準
第１ ８条
の２の対
象となる

駅

利用の状
況は１日
あたりの
乗降人数
が１ ０万
人 以 上

線路が４
線以上の
規模（通
過線等旅
客扱いを
行わない
線路を含
む ）

出入口の設置状況
が、移動等円滑化
された経路を構成
する出入口から線
路、水路等を挟んだ
各側へ容易に移動
で き な い 配 置

移動等円
滑化基準
第18条の
2への対
応状況

対象
範囲
の分
類

改札
外の
段差
解消
状況

視 覚 障
害 者 誘
導 用 ブ
ロックの
敷 設 の
状 態

誘導ブロック
形状・寸法
及 び 配 列
の 、
JIST9251 規
格準拠状況

運行情報
提供設備
の設置の
有無（第10
条に適合
するもの）

点字によ
る案内板
等の設置
の有無（第
12条第2項
に適合す
るもの）

音案内の
有 無

○ ○ × ○ ○ ○ ○
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

◎ ○ ○ － ◎ － ○ × － ◎ ○ ○ ◎

○ ○ － － －
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

◎ ○ ○ － － － × － ◎ ○

× ○ ×
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

－ － －
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

× ○ ×
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

－ － －
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

× ○ ×
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

－ － －
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

× ○ ×
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

－ － －
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

× ○ ×
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

× ○ ×
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

× － －
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

－ － －
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

－ － －
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

－ － －
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

× ○ ×
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

□ × － － － × － △

○ ○ × ○ × ○
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

◎ ○ ○ － － － × － ◎ ○ ○

－ － －
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

○ ○ － － －
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

◎ ○ ○ － － － × － ◎ ○

○ ○ － － － ○
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

◎ ○ ○ － － － × － ◎ ○

－ ○ ×
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

－ － －
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

－ ○ ×
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

× ○ －
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

○ － － －
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － ◎ ○

－ ○ ×
2024.5.14乗降客調

査
（実測）

○ × － － － × － △

5 6 0 0 13 1 3 1 0 5 5 0 0 2 0

段差解消補足 誘導用ブロック補足 案内設備補足
段差への対応状況

(平成30年10月から施行された移動等円滑化基準に適合したもの）
移動円滑化
実績等報告
の対象範囲

視覚障害者誘導用ブ
ロックの設置の有無の

補足

案内設備

前年度進捗状況
(現在の基準に対する適合状況)

前年度基
準適合して
いたにも拘
らず、本年
度不適合と
なっている
場合、その
詳細及び
理由(第14
号様式と比
較すること)

市町村が作成する移動
等円滑化基本構想にお
ける生活関連施設に位

置付けられた駅

一日当たりの利
用者数

の算出方法



ホームド
アが設置
されてい
るのりば
（番線の
番号や名
称 ）

ホームの
形 状

ホームド
アの種別

路 線 名 ホームド
ア設置年

月

当該路線
の設置状

況

オストメイト対
応の水洗器
具以外は移
動等円滑化
基準に適合し
ている便所が
設置されてい
る駅

移動等円滑化基準に
は適合していないた
め第14号様式で「身
体障害者対応型便
所」には該当していな
いが、車いす使用者
の利用に配慮した便
所が設置されている
駅

車いす対応
型では ない
が、高齢者、
身体障害者
等の利用に
配慮した便所
が設置されて
いる駅

ホーム縁端
を警告する
点状ブロッ
クが設けら
れている駅

点状ブロック
形状・寸法及
び 配 列 が 、
JIST9251 規
格に部分的に
準拠している

駅

整備計画
あり
（R8年度
～）

できる限
り段差・
隙間を小
さくする
対策を講
じている
番線

○△ ○ ○△ ○ 1 1 ② 1 0 1

× □ △ ○ 1 1 ② 1 0 1

○ × □ △ ○ 1 1 ② 1 0 1

× □ △ ○ 1 1 ② 1 0 1

○ × □ △ ○ 2 2 ② 2 0 2

× □ △ ○ 2 2 ② 2 0 2

○ × □ △ ○ 1 1 ② 1 0 1

× □ △ ○ 2 2 ② 2 0 2

○ × □ △ ○ 2 2 ② 2 0 2

× □ △ ○ 2 2 ② 2 0 2

○ × □ △ ○ 2 2 ② 2 0 2

○ × □ △ ○ 2 2 ② 2 0 2

○ × □ △ ○ 1 1 ② 1 0 1

× □ △ ○ 1 1 ② 1 0 1

× □ △ ○ 2 2 ② 2 0 2

× □ △ ○ 1 1 ② 1 0 1

○ × □ △ ○ 2 2 ② 2 0 2

○ ○△ ○ 2 2 ② 2 0 2

× □ △ ○ 1 1 ② 1 0 1

× □ △ ○ 1 1 ② 1 0 1

△ ○ 2 2 ② 2 0 2

× □ △ ○ 1 1 ② 1 0 1

× □ △ ○ 1 1 ② 1 0 1

× □ △ ○ 2 2 ② 2 0 2

○ × □ △ ○ 1 1 ② 1 0 1

× □ △ ○ 1 1 ② 1 0 1

× □ △ ○ 1 1 ② 1 0 1

11 3 24 0 39 0 0 0 39 0 0 0 0 0 39 0 39

うち、移動等円滑化基準には適合していないが、高
齢者、身体障害者等の利用に配慮した便所の設置

の有無

ホームドア、可
動式ホーム
柵、点状ブロッ
ク等の設置の
有無（移動等
円滑化基準第
20条第６，７号
に適合するも

の）

ホームドア設置に関する補足

障害者対応型便所補足 転落防止のための設備補足
番
線

（
の
り
ば

）
数

（
合
計

）

ホームド
ア、可動
式ホーム
柵が設置
されてい
る 番 線
（のりば）

数

ホームド
アが設置
されてい
ない番線
（のりば）

数

ホ ー ム ド ア に 関 す る 情 報

目安値以内の箇所がない番線（のりば）数（合計）

備 考

プラット
ホームの
縁端と鉄
道車両
の旅客
用乗降
口の床
面との隙
間又は
段差を解
消する設
備の設
置の有
無

便
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
駅

ホームと車両の段差・隙間
番
線

（
の
り
ば

）
数

（
合
計

）

［ｺﾝｸﾘｰﾄ軌道かつ直線ﾎｰﾑ］ ［ｺﾝｸﾘｰﾄ軌道かつ直線ﾎｰﾑ］以外

目安値以
内の箇所
がある番
線（のり
ば）数（合
計）

目安値以内の箇所がない番線（のりば）
数（合計）

ホームドア、可動式ホーム
柵、点状ブロック等の設置
の有無（移動等円滑化基
準第20条第６，７号に適合

しないもの）

線路側以外
の端部にお
ける旅客の
転落を防止
するための
柵の設置さ
れている駅
（移動等円滑
化基準第20
条第８号に
適合するも

の）

目安値以
内の箇所
がある番
線（のり
ば）数（合
計）

整備計画
あり
（～R7年
度）

整備計画
あり

（R8年度
～）

整備計画
なし

整備計画
あり
（～R7年
度）

整備計画なし



〇

　　　　　　　 

第２号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

（令和５年度）

　　 住　　所　大垣市丸の内2丁目29番地

Ⅲ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に関する事項

（１）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が３万人以上の鉄道駅を設置又は管理してい
　　　る。

（２）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が3000人以上３万人未満の鉄道駅を設置又は
　　　管理していて、かつ、以下のいずれかに該当する。
　　　①中小企業者でない。
　　　②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50％以上所有しているか、又は自社に対
　　　　し50％以上出資している中小企業者である。

　 　事業者名　一般社団法人養老線管理機構
　　 代表者名　代表理事　豊田富士人　　　　　　

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。


